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古
着
な
ど
排
出
抑
制

国
保
・
後
期
高
齢
ほ
か

カ
ッ
ト

古着・古布類の排出抑制にご協力ください

　町が資源として回収した古着・古布類は、西秋川衛生組合

で一時保管の後、リサイクル業者により再利用可能なものを

主に東南アジア諸国に輸出していますが、新型コロナウイル

スの影響により、輸入国での受け入れが困難な状況となって

います。

　このような状況が改善されるまでの間、古着・古布類につ

いては、自宅で保管いただくなど、排出抑制にご協力をお願

いします。

　また、古着・古布類について西秋川衛生組合での一時保管

が困難となった場合には、焼却処分をせざるを得なくなりま

すので、ご理解をお願いします。

　なお、状況が改善された場合は、改めてお知らせします。

　※問い合わせは、環境整備課（クリーンセンター）

　　　　　　　　　　　　　　　　☎８３－２１１０

　

国
民
健
康
保
険
・
後
期
高
齢

者
医
療
保
険
に
加
入
の
方
で
、

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症

に
感
染
ま
た
は
感
染
が
疑
わ
れ

療
養
の
た
め
仕
事
を
休
ん
だ
方

は
、
傷
病
手
当
金
の
申
請
が
で

き
ま
す
。

〔
対
象
者
〕

○
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染

症
の
療
養
の
た
め
仕
事
が
で
き

な
い
こ
と
。

○
感
染
ま
た
は
感
染
の
疑
い
に

よ
り
４
日
以
上
仕
事
を
休
ん
で

い
る
こ
と
。

○
休
ん
だ
期
間
に
つ
い
て
給
与

が
も
ら
え
な
い
こ
と
。

＊
会
社
か
ら
給
与
が
支
払
わ
れ

て
い
る
場
合
で
も
、
傷
病
手
当

金
よ
り
少
な
い
と
き
は
、
そ
の

差
額
が
支
給
さ
れ
ま
す
。

〔
支
給
額
〕
対
象
日
の
前
月
か

ら
過
去
３
か
月
間
の
平
均
日
給

の
３
分
の
２
×
対
象
日
数

〔
対
象
期
間
〕
令
和
２
年
１
月

１
日
か
ら
令
和
２
年
９
月
30
日

ま
で

　

入
院
な
ど
に
よ
り
高
額
な
医

療
を
受
け
ら
れ
る
方
で
、
そ
の

月
の
医
療
費
（
保
険
外
診
療
を

除
く
）
が
世
帯
の
自
己
負
担
限

度
額
を
超
え
た
場
合
、
高
額
療

養
費
の
制
度
に
よ
り
、
自
己
負

担
限
度
額
を
超
え
た
分
が
後
日

払
い
戻
し
と
な
り
ま
す
が
、「
限

度
額
適
用
認
定
証
」
を
事
前
に

医
療
機
関
な
ど
の
窓
口
に
提
示

す
る
こ
と
で
、
窓
口
で
の
支
払

い
を
世
帯
の
自
己
負
担
限
度
額

ま
で
に
す
る
こ
と
が
で
き
ま

す
。

　

ま
た
、
住
民
税
非
課
税
世
帯

の
方
は
、
入
院
時
の
食
事
代
も

軽
減
さ
れ
る
「
限
度
額
適
用
・

標
準
負
担
額
減
額
認
定
証
」
の

対
象
と
な
り
ま
す
。

○
70
歳
未
満
の
国
民
健
康
保
険

被
保
険
者
の
方

　

ご
希
望
の
方
は
、
住
民
課
総

合
窓
口
・
子
ど
も
家
庭
支
援
セ

ン
タ
ー
（
古
里
出
張
所
）
ま
で

申
請
し
て
く
だ
さ
い
。

○
70
歳
か
ら
74
歳
ま
で
の
国
民

健
康
保
険
被
保
険
者
の
方

　

令
和
２
年
８
月
１
日
以
降
、

対
象
と
な
る
方
（
住
民
税
非
課

税
世
帯
な
ら
び
に
現
役
並
み
所

得
の
方
）
に
は
、
申
請
の
ご
案

内
を
お
送
り
し
ま
す
。

○
後
期
高
齢
者
医
療
被
保
険
者

の
方

　

過
去
に
限
度
額
適
用
の
認
定

を
受
け
た
方
で
、
令
和
２
年
８

月
１
日
以
降
も
該
当
と
な
る
方

（
住
民
税
非
課
税
世
帯
）
に
は
、

認
定
証
を
７
月
下
旬
頃
に
お
送

り
し
ま
す
。

＊
令
和
２
年
度（
令
和
元
年
中
）

の
所
得
の
申
告
を
し
て
い
な
い

方
や
、
保
険
税
（
料
）
の
滞
納

が
あ
る
方
は
、
交
付
を
受
け
ら

れ
な
い
場
合
が
あ
り
ま
す
。

※
問
い
合
わ
せ
は
、
住
民
課　

　
　
　
　
　

☎
83
‐
２
１
８
２

国
民
健
康
保
険
・
後
期
高
齢
者
医
療
保
険
の

限
度
額
適
用
認
定
証
の
申
請
と
更
新
に
つ
い
て

　

申
請
に
つ
い
て
は
、
町
ホ
ー

ム
ペ
ー
ジ
ま
た
は
役
場
住
民
課

ま
で
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ

い
。

※
問
い
合
わ
せ
は
、
住
民
課　

　
　
　
　
　

☎
83
‐
２
１
８
２

国
民
健
康
保
険
・
後
期
高
齢
者
医
療
保
険
の

　
　
傷
病
手
当
金
の
支
給
に
つ
い
て

【
東
京
し
ご
と

　
　

セ
ン
タ
ー
多
摩
】

　

様
々
な
就
業
支
援
セ
ミ
ナ

ー
な
ど
実
施
し
て
い
ま
す
。

　

詳
細
は
Ｑ
Ｒ

コ
ー
ド
を
参
照

く
だ
さ
い
。

※
問
い
合
わ
せ
は
、
観
光
産

業
課　
　

☎
83-

２
２
９
５


